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1.  研究概要 

 

【研究の目的】 

Civil Registration and Vital Statistics( 住民登録 と人口動態統計：以下 CRVS) の 国際動向につ いて の レビュー並び に各国 

の  CRVS システムにつ いて 調査を行い、各国の  CRVS システム改善への 提言をま とめ、我が国の  CRVS システムと比較検 

討をする事で 、ポスト  2015  国連開発目標に関連した我が国の 国際貢献の 方向性を検討する上で 必要な情報提供を行う。 

【必要性】 

CRVS は 公 衆衛生政策 上、指標の 正確な測定等の ため不可欠なシステムで あるが、世界には  CRVS の カバレッジが低い国 

が多く存在する。我が国の  CRVS システム構築の 経験を国際社会へ還元するため CRVS システムに関する国際的動向把握や、 

各国の  CRVS システムの 状況の 比較・調査・分析は 、国際貢献の 方法・方向性を考え る上で 重要で ある。 

【特色・独創的な】 

第 1 点は 、国際医療研究センターの 幅広い人脈を生かし、多国間の  CRVS システムの 調査、国際動向の 把握が容易で ある。 

第 2 点は 、統一した CRVS システム評 価フレームを用いて 、系統的に各国の  CRVS システムを比較検討して いる点において 、 

当 研究は 独創的で ある。 

【期待される成果】 

1, 国際機関あるいは 、各国の  CRVS 関係機関に対して 、CRVS システムの 改善へ向け た情報提供並び に、提言を行う。2, 

我が国が行う CRVS 関連施策 を元に当 該 分野におけ る我が国の 国際貢献の 方向性に関する有用な情報提供を行う。3, 他ユ 

ニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）を進展する際の   CRVS システムの 果たすべき役割に関して ま とめを行う。 

 

 研究年次 研究内容 

1 1 年次 (27 年度 ) 
国連総会で の ポスト 2015  年 国連開発目標の 採択へ向け  CRVS  に関わる国際機 

関の 動向の 把握、並び に CRVS 関連の 文献レビューを行う。 

2 2 年次 (28 年度 ) 上記文献レビューを踏ま え 、各国の  CRVS に関して 調査・分析を行う。 

3 3 年次 (29 年度 ) 上記の 調査結果をま とめ、学 会発表・論文として ま とめる。 

【研究内容】 

【倫理面への配慮】 

本研究で は 、患者や一般住民を対象 とは しないが、対象 で ある事業担当 者そ の 他の インフォーマントの 氏名、住所等の  

個人を特定で きる情報（個人情報）は 、厳重に管理し、個人情報の 流出を予防する。インフォーマントには 、主任、分担 
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研究者から守秘誓約書を発行する。 
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2.  平成 27 年度活動報告 
 

2-a）平成 27 年度活動 

 
●     文献レビュー（2-b 参照 ） 

●   フィリピンにおけ る情報 収集 

（2015 年 8 月 13 日∼ 16 日） 

・ 世界保健 機関西太平 洋地 域事務局（World Health 

Organization Western Pacific Regional Office; WPRO） 

訪問 

WPRO 保健システム保健情報課長 Mr. Jun Gao と保 

健セクターにおけ る住民登録 ・人口動態統計システム 

におけ る役割と、途上国におけ る住民登録 ・人口動態 

統計システムの 改善にむけ たリリサーチギャップに

つ い て 協議し、平成 28 年 度実施ラオス・カンボジア

など  で 実施予定の 研究計画につ いて 助言を得た。ま

た、研 究の 成果を WPRO へインプットするこ とも同時

に協議 を行っ た。研究対象 予定国の フォーカルパーソ

ンの 紹 介、並び に住民登録 ・人口動態統計システム

構築の 進 捗に関する情報を得た。 

● 平成 28 年度以降行うフィールド研究の 研究計画書の  

作成と国立国際医療研究センター倫理委員会の 倫理審 

査申 請を行い、承認を得た。（2-c 参照 ） 

●   ザンビアにおけ る住民登録 ・人口動態制度の 把握と平 

成 28 年度の 研究にむけ た準備として 、フォーカルパー 

ソンの 選出と、ザンビアにおけ る倫理審査申 請を行っ  

た。 

 

2-b）文献レビュー 
 

A, 住民登録・人口動態統計制度 (Civil Registration and 
Vital Statistics; 以下 CRVS) の定義 

 
国連経済社会局 1) によると、住民登録  (Civil Registration) 

は 、” 人口動態に関わる事象 ( 以下 Vital Event) の 発生や特 徴

の 継続的・永 続的かつ 義務として 行われる記録 で あり、 各国

の 法的要件に応じ た規制の 法令によっ て 裏付け られる もの で

ある “ と定義づ け られて いる。ま た、Zahr ら 2) は よ り簡潔

に、” 主要な Vital Event ( 主に生と死 ) の 発生・特徴 を記録 す

る行政システム ” として いる。住民登録 は 、一義 的には 法律

の 定める法的文書を目的として 行われるが、そ  の 統計情報と

して の 有用性は 認識さ れるべきで ある。ま た、 住民登録 には

枠組みがあり、国家におけ るすべて の 地域、 すべて の 人口集

団で 発生したすべて の  Vital Event をカバー する必要がある

１)。ま た、同じ く国連経済社会局によると 人口動態統計 (Vital 

Statistics) は 、”Vital Event の 統計とそ  の 事象自体ならび にそ

の 個人もしくは 団体 の 特徴の 情報を 収集したもの  ” と定義さ

れて おり、Vital Event は 、“ 人の  生と死とそ の 家族と婚 姻状

態にかかわる事象 ” と定義さ れ て いる  4)。Vital   Event には 、

出生、死亡、胎児死亡、結婚、

（流れ図） 





7 

 

 

離婚に加え て 、最終的には 婚姻の 無効、司法分離、養子縁 

組、準正と認知が含ま れる 1)4)。住民登録 には こ れら Vital 

Event が含ま れる必要がある 3)。他方、住民登録 は 、人口登 

録  (Population Registration) と区別する必要がある。人口 

登録 は 、住民登録 よりも広い事象をカバーするもの で あり、 

名前の 変更など の 住民登録 に加え て 、移住、住所変更など  

の 事象も含ま れる 3)。そ れぞ れの  Vital Event の 定義につ い 

て は 以下表１参照 。日本で は 、厚生労働省において 人口動 

態統 計調査が行われて おり、「戸 籍法」及び 「死産の 届出に 

関する規程」により届け 出られた出生、死亡、婚姻、離婚 

及び 死産の 全数 を対象 として いる 5)。 

住民登録 の 主たる機能は 個々人に法的根 拠と家族関係を 

確立し、国籍に関する権 利 を主張し、市民的および 政治的 

権 利 を行使し、公共 ftービスへの アクセスや現代社会への  

参加するために必要な文書を提供するこ とで ある。例え ば  

小児において は 、法的根 拠を証明する書類は 搾取や苦難か 

ら身を守るために有用で あり 6)、ま た、家族関係や婚 姻状 

態を証明で きるこ とは 、女性の エンパワーメントや社会参 加

に不可欠で ある 7)。さ らに住民登録 による Vital Event の  記

録 は 出生率や死亡率に関し、重要な情報源で ある。機能 的な

住民登録 ・人口動態統計 (CRVS) により、政府は 信頼性 があ

りかつ 最新の 人口と死因を含めた死亡統計を得るこ と がで

き、そ れにより有効な保健・社会的プログラムを計画・ 実

行・モニターするこ とがで き、かつ ミレニアム開発目標 

(Millennium Development Goals; MDGs) や持続的開発目標 

(Sustainable Development Goals; SDGs) といっ た国際的目 標へ

向け た進捗も追跡するこ とがで きる。こ うした統計は 、 成果

を定量化し、ftービスが必要な社会的から取り残さ れ た

人々の 同定するこ とで 、貧困に対抗するために不可欠で  ある 

2)。事実、SDGs の 目標 16「様々な人がインクルーシ ブに

暮らす社会の 促進」の 指標として  CRVS の  1 つ で ある 出生

登録 が取り上げ られて おり、開発途上国の  CRVS シス テムの

構築が世界的な公 衆衛生課題として 注目さ れつ つ あ る 8) 9)。 

 

 

表 1：各 Vital Event の定義 3）
 

 

 
 
生児出生   (Live birth) 

 
母親からの 完全なる娩出あるいは 摘出さ れた受胎による生成物が、妊娠期間は 問わず 、 

分離後、呼吸や心拍や臍帯動脈の 拍動、自発的な筋肉の 動きを認めた場合 ( 臍帯結紮や、 

胎盤の 付着の 有無によらない )、こ の ような生成物の 出生を生児出生 (Live Birth)  とする。 

 

死亡 (Death) 

 

生児出生後、一生の 中で すべて の 生命活動の 証拠の 永 続的な消失    ( 胎児死亡は 含めない ) 

 
 
胎児死亡 (Foetal Death) 

妊娠期間に問わず 、受胎よる生成物の 母親からの 完全なる娩出あるいは 摘出前の 死亡。 

死亡は 、分離後、胎児が呼吸をせず 心拍、臍帯動脈の 拍動あるいは 自発的運動の ような 

ど んな生命活動も認めないこ とで 示さ れる ( こ の 定義は 、生児出生以外の すべて の 在胎 期

間を広義に含む )。 

 
結婚  (Marriage) 

 

配偶者との 法的関係性を成り立たたせるための 行為、儀式あるいは プロセス。夫婦の 法 

的根 拠は 市民社会、宗教など の そ れぞ れの 国の 法律で 認められたやり方で 確立さ れる。 

 
離婚 (Divorce) 

結婚の 最終的な法的解消。配偶者の 分離により、当 事者は  , 法に則り市民社会・宗教な 

ど の 規範において 再婚する権 利 を付与さ れる。（登録 さ れたパートナシップにおいて も同 

様） 

 

婚姻の 無効 (Annulment) 
そ れぞ れの 国の 法に則り、所轄官庁による結婚の 無効化。こ れによりそ の 当 事者は 未婚 

の ステータスが付与さ れる。 

 

司法分離 (Separation Judicial) 

 

そ れぞ れの 国の 法律の 則り、再婚の 権 利 を付与さ れない形で の 結婚者の 離別。 

 

養子縁組 (Adoption) 
そ れぞ れの 国の 法律に則り、ほかの 両親の 子供を自分の 子供として 法的かつ 自発的に育 

て るこ と 

 
準正 (Legitimation) 

そ れぞ れの 国の 法律に則り、嫡出出生した人に与え られる権 利 ・ステータスを公式に付 

与するこ と 

認知 (Recognition) 自主的あるいは 強制的な、嫡出で は ない子に対する実父 として の 法的認定 

出展：UN, Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems, 1998 
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B,  CRVS をめぐる世界的動向 
 

ランセットで は  CRVS 関連の シリーズ論文を 2007 年と 

2015 年に掲載して おり    (2007 年 “ Who counts ?” シリー 

ズ 10)-14)、2015 年 ”Counting births and deaths”  シ リ ー ズ 2) 

15)-17))、脆弱な CRVS システムを、未登録 で いる貧困かつ 社会 

的弱者におけ る一見見え にくい世界的課題として 取り上げ 議 

論して おり、CRVS システムに対する投資の 少なさ を、” 過去 

30 年におけ る唯一の 最も重要な開発課題上の 失敗 ” として 特 

徴づ け て いる。CRVS システムが機能しなけ れば 、政策決定 

者や立案者は 人口規模や分布、出生率・死亡の パターン等、 

社会経済・保健政策の 立案や現在から将来 にわたる公共ftー 

ビスに対する人々の ニーズ満たすために必要な最も基礎的 

情報を得るこ とがで きないこ とになる 18)。グローバルレベ 

ルの 公 衆衛生課題として 、CRVS システムの 重要性は ま すま  

す認識さ れつ つ ある。 

上記の ような状況の 中で 、CRVS システムは 援助団体 、国 

連機関、学 術 機関や地域レベルの イニシアティブによっ て  

国際的課題として 取り組ま れるようになっ た。2000  年以降 

の  CRVS システムに関わる国際動向を表 3 に示す。2000 年 

当 初は 、WHO の  Health Metrics Network19) や Queensland 大

学 の 保健情報システム Knowledge Hub によっ て 特定の  国

へ技術的・ 資金的支援を行っ て いたが、次第に地域レベ 

ルで の イニシアティブによっ て 各国の  CRVS システムへの  

支援が行われるようになっ た。各地域で の イニシアティブ 

を表４に示す。世界的な動向として は 、2011    年に女性と 

子供の 健康に関する情報 説明責任委員会 (Commission on 

Information and Accountability for Women’s and Children’s 

Health；以下 CoIA)21)22) におけ る報告が重要なマイルストー 

ンで ある。こ の 委員会が結成さ れた背景として は 、ミレニ 

アム開発目標 (MDGs)4 と 5 の 達成に向け た国連事務総長 が ” 

女性と子供健康の 実現に向け たグローバル戦略  ” 20) の 中 

で 、国連事務総長 が打ち 上げ た Every Woman Every Child 

Initiative が挙げ られる。こ の  Initiative の 打ち 上げ を受け  

て 、戦略 の 実現の ためには 、女性と子供の 健康への 取り組 

みが適時的にインパクトを持っ て 行われるための 情報 説明 

責任の メカニズムの 確立が必要不可欠で あるいう理由から、 

CoIA が結成さ れた。委員会で は  10 の 提言がなさ れ、そ  

の  1 番目として  CRVS を改善するべきこ とが提言さ れて い 

る。なお、本提言を受け て 、グローバル戦略 に関連する成 

果やリソースと、委員会の 提言の 進捗を国連事務総長 に定 

期報告するため独立専門家グループ (Independence Expert 

Review Group; iERG)23) が設立さ れ、本グループが、CRVS 

を含んで  MDG 4 と 5 に関する情報 説明責任の 途上国にお 

け る進捗を 2015 年ま で モニターした。 

ま た、2016 年 1 月に採択さ れた持続可能な開発目標 

(Sustainable  Development  Goals;  SDGs) において も目標 16 ” 

持続可能な開発の ための 平和で 包摂的な社会を促進し、す べ

て の 人々に司法への アクセスを提供し、すべて の 人々に 司

法への アクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて 効果 的

で 説明責任の ある包摂的な制度を構築する ” の 中で  CRVS の

一つ で ある出生登録 に関連の ある指標が含ま れる 24)。 

 
表 4：各地域における CRVS をめぐる動向 

 

地域 動向 

 国連アフリカ経済委員会 (UN Economic Commission for Africa; ECA) , アフリカ連合委員会  (Africa 

 Union Commission; AUC), アフリカ開発銀行 (Africa Development Bank; ADB) が国際機関の 支援を受け て  

 主導する CRVS 改善促進アフリカプログラム (Africa Programme on Accelerated Improvement of CRVS; 

 APAI CRVS) 25)。が、CRVS 推進を主導して いる。 

 プログラムで は 、2012 年に南アフリカにて 第 2 回会議 を開催し、すべて の アフリカ国家が CRVS   シス 

アフリカ テムに関する包括的な評 価を行い各国で 具体的かつ 実行時期を明記した国家活動計画作成するとする専 

 門家による提言を採択した 26)。APAI CRVS は 中期的な地域 CRVS 改 善計画 (2011 年 -2015 年 ) を元に行 

 われて いるが、2016 年 -2020 年の 地 域活動計画につ いて は 、2015 年にコートダジュールで 開催さ れた 

 第 3 回会議 で 採択さ れた。現在 APAI  CRVS は  AUC の 永 続的な大臣級フォーラムとなっ て おり、各国に 

 対し CRVS 制 度評 価や戦略 策 定、優先順位づ け 、費用分析や CRVS データ収集・分析・利用に関するトレー 

 ニングなど に関する技術支援を行っ て いる。 

 国連アジア太平 洋経済社会委員会 (United Nation Economy and Social Commission for Asia and the 

 Pacific; UNESCAP) が国連機関など からの 支援を受け て  CRVS に関する地域プログラムを策定し 2012 年 

 に開催さ れた各国の 統計局、住民登録 局、保健省等におけ る政策決定者からなるハイレベル会合にて 採 

 択さ れた 27)。  地 域活動計画で は  CRVS の 評 価、戦略 策 定、トレーニングなど への 要求に対応する地域メ 

 カニズムを設立した。2014 年、UNESCAP は  CRVS に関する大臣級会合を主催し 2015 年 -2024 年ま で  

アジア太平洋 をアジア太平洋地域におけ る  CRVS  の ための   10  年とする宣言を行っ た。会議 で は 、2024 年ま で の 目標 

 値を設定し、CRVS を強化するために異なるセクターに跨る政治的コミットメントの 重要性が再確認さ れ 

 た。太平洋諸島で は 、Vital   Event  の 適時的な登録 が、島同士の 距離や継続的なコミュニケーションの 不 

 足など から、とて も困難な地域で あるが、ブリスベンアコードグループ (Brisbane Accord Group ; BAG) 

 が中心となり、太平 洋人口統 計活動計画が策定さ れた 28)。BAG  は   15  の 太平 洋諸国を支援し、90% の 国 

 で  CRVS の 包括的評 価を行い、39% の 国で  CRVS 国家改 善計画の 策定に関わっ た。 
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地域 動向 

 WHO  東地中海地域事務局 CRVS  戦略 が 2013  年に地 域委員会会合で 採択さ れた。当 戦略 策 定に当 た 

東地中海 
り、各加盟国の 保健省・登録 省・法務省・内務省など の 代表が参加し多くの 主要ドナー (WHO, UNICEF, 

UNESCAP) によっ て 支援さ れた 29)。22 の 加盟国中 すべて で  CRVS 迅速評 価が実施さ れて おり、5    か国で  

 包括的評 価が実施さ れ CRVS 国家改 善計画が策定さ れて いる。 

 米 州開発銀行 (Inter America Development Bank; IADB) が、2011   年に採択さ れた成長と社会福祉 戦略  

 の ひ とつ として 、Vital    Event の 適時的かつ 質の 高いデータを得るために、住民登録 局と人口動態統計局 

 との 連携強 化プロジェクトに投資をおこ なっ て いる  30)。戦略 の ２つ の 柱は 登録   /  認証管理システム強化 

 と国家統 計システム強化で ある。ま た、汎アメリカ保健機構 (Pan American Health Organization; PAHO) 

アメリカ 
は 、人口動態統計・保健 統 計強 化活動地 域計画を 2008 年に策定し 31)、活動は 順調に進んで おり、こ れ ま

で 、25 加盟国の うち 、11 か国で 目標を達成して いる。こ の 地域の  CRVS の 特徴は 、Vital Event の 届 

 出  / 登録 におけ る保健セクターの 役割の 重要性と、データ収集・分析・拡散 の 際の 、国家統 計局と保健 

 セクターの 強い協力関係で ある。しかし、こ うした取り組みにかかわらず  CRVS システムの 脆弱な低開 

 発国において は 、貧困や遠隔性から多くの 住民が登録 にアクセスで きるわけ で ない。ま た、出生登録 で  

 は 大きな進捗がみられて いるが、死亡登録 や死亡原因の 記録 に関して は 強化が必要で ある。 

出展；Carla et al , Civil registration and vital statistics: progress in the data revolution for counting and accountability, 2015 2) 

 

 

表 3：CRVS をめぐる世界的動向 
 

 

2003 年 
WHO ジョン・ウォック・リー事務局長 発言 ”To make people count, we first need to be able to count people.” 

(WHO  スタッフへ向け たスピーチの 中で の 発言 )32) 

2004 年 Health Metrics Network( 以下 HMN) の 設立 (2013 年に活動終了 ) 

 
2005 年 

・HMN の 保健情報システムフレームワークの  1 つ として  CRVS が取り上げ られた  33)。 

・WHO ブレティンにおいて 、死亡と死亡原因の  CRVS システムに基づ いた情報の 質に関する最初の 詳細な評 価 

が報告さ れた 34)。 
 

2006 年 
HMN により設立さ れた Vital Event モニタリングイニシアティブ (MoVE) により CRVS の 重要性に関する一連の  

報告が出た。 

 
2007 年 

・ランセット “Who counts?” シリーズ出版 1) 

・WHO 口頭 剖 検 ( 注 ) 標準化デザインの 出版 35) 

・WHO CRVS 関連の  CD-ROM 版ツール・ガイドライン集の 出版  36) 

2008 年 Queensland 大学 保健 情報  Knowledge Hub (UQHISHub) 設立 (2013 年活動終了 ) 

 

2009 年 
・UNECA にて  CRVS に関する専門家ワークショップの 開催 37) 

・UNESCAP の 統 計委員会が CRVS に取り組むこ とを表明 38) 

 
 

2010 年 

・HMN MoVE が 14 か国以上で  CRVS 改善プロジェクトを支援 39) 

・第 6 回アフリカ統 計開発シンポジウム ( カイロ・エジプト ) で  CRVS が取り上げ られる 40) 

・第 1 回アフリカ住民登録 担当 大臣級会合 ( アジスアベバ、エチオピア  )41) 

・G8 ムスコカイニシアティブ “ 妊産婦 ・新生児・乳 児の 健康 ” にて  CRVS にて 言及 42) 
 

2010 年 
・ESCAP ハイレベル会合にて 、CRVS に関する決議を採択し、地 域戦略 フレームワークを承認した 43)。 

・CoIA が CRVS を優先課題の  1 つ として 提言した 21)。 

 
 
2012 年 

・Global Burden of Disease (GBD) の 出版 44) 

・第 7 回アフリカ統 計開発シンポジウム ( ダーバン、南アフリカ ) にて 、CRVS 強化 6 年 計画が採択さ れた  45) 

・第 2 回 CRVS 大臣級会合 ( 南アフリカ ) にて アフリカ諸国において  CRVS に対する人材・インフラの 整備の 必 

要性につ いて 言及さ れた。 

・CoIA iERG 最初の レポートで  CRVS 改善の ための 重点活動が提言さ れた 21) 

 
 

 
2013 年 

・WHO/UQ HISHub/HMN 包括的 CRVS リソースキットの 出版 

・国連人権 委員会にて 人権 ・小児保護 ・人道 支援計画において 出生登録 の 重要性につ いて 決議がなさ れた 46)。 

・ESCAP にて 地 域計画を策定・実行するための 地 域運営グループが設立さ れた 47)。 

・WHO 東地中海地域事務局 CRVS 専門家会合にて  CRVS 改 善地 域計画が採択さ れた 48)。 

・最初の  CRVS 費用分析研究の 策定 49) 

・WHO/Government of Canada/World Bank/UNICEF 会合にて 、CRVS 改善にむけ た保健セクターにおけ るガイ 

ドラインにつ いて 話し合われた 50)。 
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2014 年 

・国連統 計局が CRVS に関する原則を改訂し提言をおこ なっ た 51) 

・世界銀行 CRVS 拡大投資計画の 発行 52) 

・WHO, CRVS 時代におけ る死亡統計に関する会議   53) 

・アジア太平洋地域におけ る住民登録 に関する会議 （UNICEF, ESCAP, UNHCR, WHO, Plan International と EU に よ

り支援） 

・世界銀行、カナダ・ノルウェー・アメリカ合衆国政府が Global Financing Facility  (GFF)  の 設立を発表。健 康関 

連 MDG を促進するために開発途上国の 計画を支援する目的で 、2030 年ま で に、すべて の 人に出生・死亡登 録

を広げ るこ とを目標に CRVS を重点分野として 取り上げ て いる 54)。 

・UNHCR が出生登録 に関するグローバル活動計画を出版 55) 

・アジア太平洋地域の  CRVS 大臣級会合で  2015-2024 を CRVS の ための  10 年を宣言 27) 

 ・第 10 回アフリカ統 計開発シンポジウムで  CRVS 改善にむけ た進捗をレビュー 

 ・第 3 回アフリカ CRVS 大臣級会合 ( コートダジュール ) 

 ・UNHRC が、出生登録 に関し “ 国際的開発目標達成と良好なガバナンスを促進するため、人口動態統計の 作成、

2015 年 
効果的なプログラム・政策の 計画・実行を行うために必要な包括的な住民登録 システムの ひ とつ  “ として 出生 登録

に関して 言及した 56) 

 ・Bloomberg   Philanthropies   が、CRVS   強化を優先課題の ひ とつ として 、開発途上国におけ る保健情報プログラ 

 ムに対し 1 億ドルを拠出した。 

 ・持続的開発目標 (SDGs) の 目標 16 の 指標の ひ とつ に出生登録 がふくま れた  24) 

( 注 ) 口頭 剖 検 (Verbal Autopsy); 口頭情報による死因の 特定 

出展；Carla et al , Civil registration and vital statistics: progress in the data revolution for counting and accountability, 2015 2) 

 

 

C, CRVS の現状 
 

C-1：  出生登録 
UNICEF によると低・中 所得国におけ る住民登録 の  2013 

年の カバー率推定として は 、5 歳 未満の 児の  1/3 が出生登 

録 を未登録 で あり 57)、公式には 法的な身分証明が存在しな 

い。出生・死亡登録 を比べると、一般にほとんど の 国にお 

いて 、出生登録 率が死亡登録 率より高い傾向にある。こ れ 

は 、死亡登録 にくらべ、出生登録 の 方が直接的な利益を住 

民が享受するこ とがで きるからで ある。例え ば インドにお 

いて は 、2011 年の 死亡登録 率が 66% で あるの に比べて 出 

生登録 率は  88% で ある 60)。出生・死亡登録 率の 世界的進捗 

につ いて 、出生登録 は 、UNICEF によると、2010 年世界平 

均と低 開発国平 均 がそ れぞ れ、40%、65% で あっ たが、こ  れ

は  2000 年に比べ改善が見られて いる 61) ( 図１)。ま た、 出

生登録 の 遅延登録 もしば しば 問題になる。小児は 、出生 証

明書がある入 学 など 特定の 目的に必要になるま で 出生登 録

を行わないこ とがある。図２にあらわすように、国の 制度・ 特

徴により遅延登録 の 頻度は 異なる 57)。遅延登録 は 、無登 録 に

なるよりは 良いが、低 出生登録 率の 一因となるだ け で  な

く、小児死亡、特に早期新生児死亡の 過 少届出の 原因と も

なる。 

 

 
図 1：地域別 5 歳以下児の出生登録状況の推移 図 2：各国における５歳以下児の 

出生登録が行われた ( 月 ) 齢 
 

 
出展；Carla et al , Civil registration and vital statistics: progress in the 

data revolution for counting and accountability, 2015 2) 

出展；UNICEF, Every Child’s Birth Right,2013 5,6） 



 

 

 

 
C-2：  死亡登録 
死 亡 登 録  に 関 し て  は 、WHO や 世 界 銀 行 (World Bank; 

WB) など の  2012 年の 推定によると 2/3 の 死亡が登録  

さ れて おらず 、さ らに半分以上の  WHO 加盟国において  

は 、死亡原因データを収集して ないか、データが存在し 

て いて もそ の 信頼性は 弱い 52),58)。ま た、進捗に関して も , 

Mikkelsen らによると、世界平均は  2000 年にくらべ 2010 

年ま で に 36% ∼ 38% と非常に緩やかな改善が認められて  い

るの みで ある ( ただ し、5 歳 未満の 小児に関して 言え ば  

国におけ る死亡原因の 適時的かつ 正確な把握は 難しい課題 で

ある。 

 

C-3：  CRVS に関連する指標 
Mikkelssen et al 16) らにより考案さ れた各国の  CRVS 

パ フ ォ ー マ ン ス を 示 す 指 数  (Vital Statistics Performance 

Index; 以下 VSPI) で は 、死因統計も含めた死亡登録 の パ 

フォーマンスを数 値化して いる 63)。ただ し、VSPI は 直接的 

には 死亡統計の パフォーマンスを表すもの で あるが、間接 

58% ∼ 65％へ改善して いる 16（) 図 3）。死亡登録 の 改善には 、 的には 、死亡統計の パフォーマンスを CRVS により得られ 

埋葬や葬式の 許可の 関わる機関の 関与が重要で ある。例え  

ば 、エジプトで は 埋葬許可に死亡証明書が必要になっ たた 

め、死亡登録 率がほぼ 100% となっ て いる 62)。ま た、死亡 登

録 率が上昇したとして も、正確な死亡原因の 記録 もきわ め

て 重要で ある。しかし、保健セクターにおけ る死因診断 技

能の 不足や、保健セクター外で 発生した死亡の 扱いの 難 し

さ や死因統計システムの 脆弱さ 等の 理由で 、低・中所得 

た人口動態統計の 質と利用の 代表値として 見るこ とで  CRVS 

全体の パフォーマンスを表す指数 として 用いるこ ともで き 

る。VSPI は 以下６つ の 項目 ( 表２) を考慮して 作成さ れた 

指数 で あり、パフォーマンスを 0( 低い )-1( 高い ) で 表す。デー 

タが手に入っ た 148 か国で 調査を行っ て おり結果は 図 4 に 

表す。 

 

 
表２：CRVS  パフォーマンス指数  (VSPI) の作成に使用された指標の詳細 

 

項目 使用した指標 

 

死亡報告の 質 Global Burden Disease 64) 65) において 、死因を特定で きない Garbage Coding の 割合 

 

年 齢 ・性別報告の 質 
 

年 齢 ・性別は 特定で きない割合 

 

内的整 合性 
 

医学 的に不可能な診断名の 割合 

 

死亡報告の 完全性 
 

報告の 完全性 

 

死因の 詳細 Global Burden Disease において 分類さ れた死因の 数  (192 種類 )66) からみた実際の 死因の 数 の 割合 

 

適時性 
 

統 計学 的処理 (Exponential Smoothing Method ) 

出展；Phillips et al, A composite metric for assessing data on mortality and causes of death: the vital statistics performance index, 2014 

 

 

 
予測通り、ヨーロッパ、アメリカオーストラリア、一部 

の アジアとラテンアメリカの 国で 高パフォーマンスが見ら 

れ、多くの アジア・アフリカ諸国は 低パフォーマンスで ある。 

ま た、継時的にみると、過去 30  年の 、死亡登録 率の 上昇 

率は 緩やかで あるが、VSPI で の 内訳 の 推移をみると、全体 

の 死亡登録  ( あるいは  CRVS) の パフォーマンスの 上昇がみ 

られる ( 図３)。 



図 3：1980 年から 2012 年までの CRVS システムに登録された死亡の世界における状況 
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The five different colours in each bar represent the country groupings according to the quality 

of their CRVS systems. The vertical axis shows the annual average proportion of all deaths 

that were registered in the period indicated on the horizontal axis 

 

 
出展；Mikkelsen et al16). A global assessment of civil registration and vital statistics systems: monitoring data quality and progress, 2015 

 

 

 

図４：2005 年から 2012 年に得られた人口動態統計パフォーマンス指数 (VSPI) からみた 
CRVS システムの世界的現状 

 

出展；Mikkelsen et al16). A global assessment of civil registration and vital statistics systems: monitoring data quality and progress, 2015 
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C-4：  CRVS システムをめぐる途上国における問題点 

すで に示した低 中 所得国におけ る住民登録 の 低いカバー 

率の 原因につ いて 、以下があげ られる。ま ず 法的な問題が あ

る。多くの 国において 、出生・死亡の 地 方行政機関への  報告

に関する法的枠組みは 存在するが、そ の 法律自体が不 完全な

もの で あっ たり、改訂が必要で あっ たり、そ の 執行 が不〸分

で あっ たりする。ま た、総務省・保健省・統計省・ 国防 省な

ど の 各関係省庁間の コミュニケーションの 弱さ や 責任の 不明

確さ によっ て 、CRVS システムの 法的・統計的性 質を複雑に

して いる。さ らに、宗教ベースの  NGO など が、 貧困家庭や

マイナリティグループの 人口統計を管理して い る場合があり 

59)、質の 高い CRVS システムの 実現に向け  て さ らに問題を

複雑化して いる。さ らに、住民が登録 の 必 要性がわかっ て い

ながら、物理的・社会経済的障壁により 登録 所へアクセスで

きないこ とも大きな理由で ある。ま た、 貧困者や社会的弱 者

等そ の 日暮らしの 生活をして いる人々 にとっ て 、住民登録 に

よる中・長期的な利益に意味を見出 すこ とは 難しく、登録 を

行うインセンティブが働かない。 こ の ような社会経済文化的

障壁も CRVS システムの 強化を 行う際に考慮しなくて は なら

ない。 

こ の ような問 題点を解決し質の 高い CRVS システムを構 

築するためには 、CRVS に関連する法的枠組みの 整備だ け で  

は なく、そ の 執行状況の 管理が必要で あり、各省庁や NGO, 

宗教・市民団体 を含む異なる組織間の 効果的な協力体制や 

適時的な情報の 共有等コミュニケーションの 促進が重要で  

ある。さ らに、住民の 登録 への アクセスを改善するためには 、 

ど の ようにそ の 社会経済文化的障壁を取り除き、住民へイ 

ンセンティブを付加するかが重要で あり、行政機関による 

強 制 的登録 で は なく、国家と市民社会との 信頼を促進しつ  

つ 、住民への ftービスの 一つ として  CRVS を認識さ れる必 

要がある。 

 

D,  CRVS と保健セクターの関わり 

 
保健セクターは 、CRVS に関連した情報の 収集の みで は な 

く CRVS で あられた情報の 保健分野への 有効利 用 という面に 

おいて も重要で ある。こ の 項で は 、ま ず 、CRVS システム特 

に出生登録 と死亡登録 そ れぞ れにつ いて 、保健セクターがそ  

れぞ れの 情報を有効に収集するための 果たす役割を述べ、そ  

の 後、機能的 CRVS の 果たす保健分野への 貢献につ いて ま と 

める。 

 

D-1：  出生登録における保健セクターの役割 
出生登録 において 、保健セクターの 重要な役割は 届出 

(notification) と、そ れを通じ た登録 機関への エントリーポイ 

ントとして の 役割で ある 2)。出生登録 率を改善するために、 

保健セクターと登録 機関との つ ながりが重要で あり、コンタ 

クトポイントとして 保健セクターと CRVS システムとの リン 

クを有効に組むこ とで 改善が見込むこ とがで きる。例え ば 、 

南アフリカ共和国で は 、病院や保健センターに登録 所を設け 、 

遠隔地には モバイル登録 ftービスを提供するこ とで 出生登録  率

の 大幅な改善が認められた 67)。さ らに、保健セクターの 役 割は

出生の 遅延登録 の 減少にも重要で ある。メキシコで は 、 2008 

年に保健省が出生証明の 発行に関わるこ とで 、遅延登 録 が 

10% 程度減少したとする報告がある 2)。 ま た、ほかの  多く

の 国において も保健セクターの  CRVS システムへの 関 わり

を強化するこ とで 出生登録 率の 改善が認められとする 報告

が多数 ある 68) 69)。 

 

D-2：  死亡登録における保健セクターの役割 
死亡登 録 に関し て の 保健セクター の 役割 は 届出 

(notification) の みならず 、死亡原因の 認証という役割があ る。

正確な死亡原因が含ま れた死亡証明書の 発行かど うか は 、

診断をする臨床家が国際標準の 死亡証明書を作成で き る能

力をど れだ け もっ て いるかによる 70) 71)。ま た、死亡原 因を

国際疾病分類  (International   Classification   of  Diseases 

; 以下 ICD) に沿っ て ど れだ け コード分類を行え るかど うか 

も重要で ある 72)。死亡原因の 疾病分類がで きない死亡が増 え

ると、公 衆衛生政策 決 定者にとっ て ほとんど 有用な情報 と

ならないこ とになる 73) 74)。死亡は 時に家族、警察や医療 職以

外の 人によっ て 報告さ れるがあるが、死亡の 背景にあ る疾

患や傷病に関して は 医療訓練をうけ た人だ け が信頼性 をも

っ て 判断で きる。実際に、病院の 死亡原因情報が医療 訓練

を受け て いないスタッフによっ て 収集さ れて いた場合、 結果

として 、死亡原因の 分布が全体の 人口の 死亡原因を、 信頼

性を持っ て 表すこ とがで きないとする報告がある 75) 76)。 こ の

ように死亡原因の 同定には 医療スタッフの 死因分類や 死亡

証明書に関する知識・技能が必要で あるが、同時に保 健セ

クター内で の 死亡・死亡原因の 報告システムや、死亡 原因

を同定するための よりど こ ろとなる診療記録 も重要な 視点

で あり、さ らに Mikkelsen らは 、病院外で の 死亡の 死亡 原因

を把握するために、口頭 剖 検の 重要性を訴え て いる 77)。 

 

D-3：  CRVS システムの保健分野への効果 
次に、機能的な CRVS システムの 保健分野におけ る恩 恵  

につ いて ま とめる。Phillips らは  13)、CRVS システムの 保健 

分野への 効用 を、① 人権 や様々な社会ftービス等を保証す る

法的根 拠を提供する。② 正確な、人口動態・死亡データ 

を適時的に収集するための ツールとなるとし、図５の よう 

に、CRVS システムの 効用 に関する各種 ftービス指標との  

関連図を整理した。Phillips ら 15) は 機能的な CRVS システ 

ムと各種健康指標との 関連を調査して いる。彼らは 前述の  

VSPI と健 康寿命の 関連を、GDP, 都市化率、保健システム 

アクセス率、避妊薬の 使用率で 調整し統 計学 的に精査した 

とこ ろ、優位に VSPI が高い、つ ま り CRVS が機能して いる 

地域と、長い健 康寿命に関連があっ たとして いる（図 6）。 
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図６：健康寿命 (Healthy Life Expectancy; HALE) と人口動態統計パフォーマンス指数 (VSPI) との関連 
 

 

 

 
出展；Phillips et al, Are well functioning civil registration and vital statistics systems associated with better health outcomes?, 201515) 

 
 

図 5：CRVS の効果の関連図 
 

Figure 1: Pathways of civil registration and vital statistics (CRVS) effects 
CR=civil registration. VS=vital statistics. 

 
出展；Phillips et al, Are well functioning civil registration and vital statistics systems associated with better health outcomes?, 201515) 
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E,  今後の研究課題 

 
CRVS システムの 包括的評 価として 、アジア太平洋地域で  

行っ たジン族調査 78) やアフリカ地域で  UNECA が行っ た多角 

的概要分析 79) など の 報告があるが、特に低 開発国で の 情報は  

限られて いる。Carla らは 、今後 CRVS の 改善を目指すため以 

下の 研究課題に取り組むこ とが必要として いる  17)  80)。 

●    CRVS に対する住民レベルで の 認識 

●    CRVS への アクセス阻害要因 

● CRVS システムにおけ る保健セクターなど 各公的組織 

の 役割 

● 政治的関与：メディアの 使用、アドボカシー、政治 

家の 理解・役割、政策への 反映 

●    CRVS に関わるコスト、費用 対効果 

●   法的枠組みと法的文書の 活用 

● CRVS データの 報告システム、分析、普及能力： ICD-

10 導入方法 , 口頭 剖 検導入 方法、多施設の 巻き 込

み、電子データの 利 用 効果等  

●   多省庁間の 協調：協力体制の インパクト 

●    災害時の  CRVS 活用 

●    CRVS の 国家政策 への 反映方法 
 
 

上記の ように、CRVS は 幅広い分野・組織にま たがる課題 

で あり、多角的な視点をもっ て 取り組む必要がある。中で  

も D に示したように保健セクターと効果的な CRVS システ 

ムの 構築に関して は 、お互いに強い関連性がある。図７に 

CRVS と保健セクターの 関連ならび に今後必要な研究課題に 

つ いて ま とめた概念図を示す。 

ま ず 、出生登録 と死亡登録 におけ る現状と問 題点は 、そ  

れらの 低 登録 率に加え 、出生の 遅延登録 や不正確な死因特 

定で あり、ま た双方に影響する要因として 、CRVS の 関連す 

る法的枠組みの 不備や不〸分な執行状況、異なる関連組織  

間の コミュニケーション不足や不明確な責任の 所在等が挙 

げ られるこ とが既存の 文献からの 結果で ある。 

ま た、効果的な CRVS システム ( 特に、出生と死亡 ) 構築 

の ために、保健セクターは 届出や証明書の 発行を通じ た住 

民の  CRVS システムへの エントリーポイントや、正確な死 

因特定を行うための 情報源として 重要な役割を担う必要が 

ある。Mikkelsen らによると 77)、特に、正確な死亡原因の  把

握の ために、保健セクターにおけ る質の 高い情報システ ム

が必須で あると論じ て いる。しかし、現在、中・低所得 国

におけ る CRVS システムにおいて 保健セクターが果たし て

いる役割は 明確で は なく、さ らに、各国の 保健セクター に

おけ るグッドプラクティスも知られて いない。 

そ して 、機能的な CRVS システムから保健セクターがう 

け る恩 恵 として は  正確な人口動態・死亡データの 把握と、 

そ れを元に効果的な保健政策が策定さ れるこ とで  , 保健指 標

の 改善に寄与するこ とがあげ られる。実際に、D-3 で 紹 介し

たように、Phillips ら 15) は  CRVS の パフォーマンスと 健 康寿

命との 関連性が認められると報告して いる。しかし、 健康

寿命の みで は なくそ の 他様々な保健指標に対する CRVS の

中・長 期的効果や、途上国におけ る保健セクターが CRVS に

関連して 得られたデータをど の ように活用して いるの か は

明らかで は ない。 

したがっ て 、今後の 調査で は 、 途上国の 保健セクターに 

おけ る出生・死亡統計情報の 管理状況、死因同定の プロセ 

スや関連部署 間の 連携等 を調べるこ とにより、途上国の 保 

健セクターにおけ る CRVS システム ( 特に、出生と死亡 ) で  

の 役割や得られた情報の 活用 状況につ いて 現状を明らかに 

し、改 善点すべき点をま とめ、途上国の  CRVS システムに 

対し国際社会が支援すべき活動に関し提言を行うこ とを目 

的として いる。 

 

図 7: CRVS と保健セクターの関連 
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2-c）フィールド調査研究計画 
 

題 名：開発途上国の住民登 録・人口動態制度 (Civil 
Registration and Vital Statistics; CRVS) における保健セク 
ターの役割に関する現状調査 

 
［1］ 研究の概要 
＜研究の背景＞ 
CRVS は 、様々な保健 関連課題への 政策の 策定上、必須情 

報システムで ある。しかし、世界保健統計によると、出生 

登録 が 80% 以下で ある国は  60 か国以上あり、開発途上国 

におけ る CRVS システムの 構築が世界的な公 衆衛生課題と 

して 注目さ れつ つ ある。特に、CRVS システムおけ る保健セ 

クターの 役割は 重要で あり、出生・死亡通知や正確な死因 

診断の ためには 、保健 医療施設 や保健 行政機関におけ る質 

の 高い CRVS 関連データ収集・報告システムが必要で ある。 

 

＜研究の目的＞ 
開発途上国の  CRVS システムにおけ る保健セクターの 役 

割に関し現状分析を行い、結果を比較検討するこ とで 、各 

国の  CRVS システムに関連した保健セクターの 役割強化に 

対し提言をま とめ、各国保健 省並び に WHO 西太平洋地域 事

務局、日本 国厚生労働省等 に対し有用な情報提供を行う。 

 

＜研究の対象＞ 
ザンビア共和国、ラオス人民民主 共和国 の 保健 医療施設

および 保健 行政機関におけ る保健情報管理 担当 者。 

 

＜研究の方法＞ 
保健セクターにおけ る CRVS システム関連項目に関し、 

チェックリストを用い、保健 情報 管理担当 者へインタビュー 

調査を行う。調査期間は １医療機関につ き半日、調査施設  

数 は 各国、保健省１部署と保健 医療施設  2-3 施設、可能で  あ

れば 地方保健局１-2 部署を想定して いる。 

 

＜データ分析＞ 
施設レベルご と、国ご との データとして ま とめ、保健セ 

クターにおけ る CRVS 情報システムの 現状につ いて  Excel を

用いて 分析する。 

 

［2］ 研究の背景 
Civil Registration and Vital Statistics( 住民登録 と人口動 態

統計：CRVS) は 、様々な公 衆衛生課題への 政策の 策定 上、

必須情報システムで あり、我が国で は 正確な情報管理 にお

いて 既に長年の 経験がある。しかし、世界で は 、世界 保

健統計によると、出生登録 が 80% 以下で ある国は  60 か 国

以上あり、正確な人口動態は なさ れて いない。ポスト 

2015   国連開発目標として 採択さ れた持続可能な開発目標 

（Sustainable Development Goals: SDGs）24）には 、保健 関連 目

標として 死亡率に関連した目標があり、そ の 指標測定に は

正確な住民把握は 極めて 重要で ある。ま た、SDGs で は 指 標

として 「様々な人が包摂的に暮らす社会の 促進」の ため に 

CRVS の  1 つ で ある出生登録 の 重要性が取り上げ られて  お

り、開発途上国の  CRVS システムの 構築が世界的な公 衆 衛

生課題として 注目さ れつ つ ある。CRVS システムは 、法・ 行

政組織・データ収集技術 等 様々な構成要素からなるが、 

特に、保健セクターを通じ た保健 医療情報 システムは 、出 

生・死亡通知や正確な死因診断の ために、重要な構成要素 

の  1 つ で ある。しかし、各開発途上国におけ る保健セクター 

の  CRVS システムにおけ る役割につ いて 現状が明らかで は  

ない。 

 

［3］ 研究の目的 
開発途上国の  CRVS システムにおけ る保健セクターの 役 割

に関し現状分析を行い、結果を比較検討するこ とで 、各 国の  

CRVS システムに関連した保健セクターの 役割強化に 対し提

言をま とめ、各国保健 省並び に WHO 西太平洋地域 事務局 , 

日本 国厚生労働省等 に対し有用な情報提供を行う。 具体的に

は 、各保健 医療機関において 、出生・死亡統計情 報の 管理状

況、死因同定の プロセス、担当 部署 の 連携等 に つ いて 、日本

の 制度や各調査対象 国の 現状と比較検討し、 今後、保健セク

ターにおけ る CRVS 関連情報 管理に関して 、 改 善点すべき点

をま とめ、国際社会が支援すべき活動に関 し提言を行う。ま

た、日本からの 当 該 分野への 医療協力に おいて も、効果的な

支援の 方法に関して 提言を行うこ とを 想定して いる 

 

［4］ 研究対象 
国立国際医療研究センター (NCGM) の 海 外拠点があるラ 

オス人民民主 共和国、( 状況に応じ て 可能で あれば カンボジ 

ア王国 ) と、NCGM 職員が派遣さ れて いるザンビア共和国 

の 保健 医療施設 および 保健 行政機関におけ る保健情報管理 

担当 者。なお、上記２カ国は 、当 センター国際医療協力局 

とプロジェクト等を通し保健省と強い協力関係がある。当  

研究を行う上で 各国保健 省レベルで の 協力がかかせず 、保 

健省と関係性が強い上記２カ国において 、実施可能性が高 

いと判断したため上記２カ国を対象 国とした。 

 

［5］ 調査施設数と期間 
5.1   調査施設数 

各国、保健 行政機関として 保健省並び に 2 次以上の 保健 

医療施設 を  2-3 施設、状況に応じ て 可能で あれば 地方保健 

局 1-2 部署で 調査を行う想定をして いる。なお、医療機関 

の 選定につ いて は 各国保健 省に協力いただ き、調査に適切 

な医療機関を紹介して いただ く予定で ある。３次病院とし 

て は 、ラオスに関して は    Mahosot  病院、ザンビアの 関して  



 

 

 

 
は  University Teaching Hospital を想定して いる。 5.2 研究期間 

調査機関は 、倫理審査承認日から 2017 年 3 月ま で 。  

データ収集作業期間は 、1 施設で の 調査は 半日∼ 1  日間。 

各国保健 省への 調査結果報 告も含めて 各国 1-2 週間の 滞在   

期間を予定して いる。 

 
スケジュール 

 

 H2 H2 H29 年度 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ザンビア 文献レビュー 倫理 調査 分析   
 

 
 

 

報告書 

論文 

学 会発表 ラオス 

 

   

 

 

 

倫理 調査 分析 

 

Q1; 4 月∼ 6 月 , Q2; 7 月∼ 9 月 , Q3; 10 月∼ 12 月 , Q4; 1 月∼ 3 月 倫理：倫理審査、調査；フィールド調査、分析；

結果分析 

 

 

［6］ 調査項目 
各保健 医療施設 並び に保健 行政機関の 保健 情報 担当 者へ 

インタビューを行う。チェックリスト作成するに当 たり、 

以下文献 4) 5) を参照 した。インタビューにおけ る以下 A,B ２ 

種類の チェックリストに関して は 巻末参照 。 

A. 出生・死亡情報 管理状況質問 票  _ 保健行政施設用 

B. 出生・死亡情報 管理状況質問 票  _ 保健 医療施設 用  

 

［7］ 解析 
チェックリストの 各項目において 、各保健セクターの 実 

施状況に関して 、施設レベルご と、国ご との データとして  

ま とめ、保健セクターにおけ る CRVS 情報システムの 現状 

につ いて  分析表(資料)を用いて 分析する。 

 

［8］ 倫理的配慮 
本研究で は 、患者や一般住民を対象 とは しないが、対象  

で ある事業担当 者そ の 他の インフォーマントの 氏名、住所 

等の 個人を特定で きる情報（個人情報）は 、厳重に管理し、 

個人情報の 流出を予防する。インフォーマントには 、主任、 

分担研究者から守秘誓約書を発行する。国立国際医療研究 

センター倫理員会ならび に対象 国におけ る倫理員会の 審査 

を受け 、許可を得たうえ で 研究を開始する。 

3.  平成28年度活動報告 

3-a) フィールド調査結果報 告(ザンビア) 

1年 目計画したスケジュールに従っ て 、ザンビア共和国に 

おいて 平成 28年4月から5月にかけ て 、１次から3次医 

療施設各2施設において 、保健 情報 担当 官に対し、出生・ 

死亡数 等 の 基礎情報 収集に加え 、上記調査票 を元にインタ 

ビュー調査を行っ た。調査データは分析表(巻末参照)を用 

いて21の項目において分析された後、CRVS情報システム 

を構成する以下10分野にわけ て まとめられ、各項目につ き 

4段階の 評 価(0：最低 点、3：最高点)をつ け 平均化した上で 、 

医療レベル毎の データとして マトリクス化した。 

結果を図8～図 10 に示す 

 

A, 内部規定 （責任者、報告フォーム、報告頻度等） 

B, 情報 収集の ための インフラ整備（ＰＣ，インターネット等） 

C, 情報 収集・報告活動（報告方法、標準手順への 遵守度等） 

D, 国際疾病分類 (ICD)コードの 質に関わるファクター 

（研修受講状況、ＩＣＤ本等）  

E, 国際疾病分類 (ICD)コーディング実施の 有無 

F, データの 信頼性に関する監督（スーパービジョンの 有無等） 

G, データの 活用と上位機関からの フィードバック 

H, 到 着時死亡症例(Dead on Arrivals / Brought in Dead (DoA/BiD)) 
注 

データ管理 

I, 死亡情報 収集に関わる診療録 の 質（ランダムサンプリングし、 

調査者が評 価） 

J, 死亡・出生住民登録 への 促進活動（省横断的な会議 の 開催、 

患者への 説明等 ） 

 

*ザンビアにおいて DoAは 来 院 後24時間以内の 死亡、BiDは  

来 院 時すで に死亡して いた症例と区別さ れる。 

 

図8: 基礎データ；各医療施設における出生数 
図9:    基礎データ；各医療施設における死亡数(DoA/BiD数含む) 
図10:  各医療施設毎におけるCRVSの現状 
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図10 

 

結果： 
＜保健 医療施設 におけ るCRVS関連情報 改 善へむけ た保健

行政政策提言の 抽出＞ 
 

1. 出生・死亡情報管理システムの 改善 

• 標準化さ れた報告手順の 実施率改 善へ向け た行動戦略

の 策定。 

• 情報 収集に必要なインフラ整備。 

• 保健 医療施設 への 上位機関からの フィードバックシス

テムとデータ利用法の 構築。 

• 死亡・出生症例に関する居住地の情報収集とフィード
バック 
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2. 国際疾病分類 (ICD)コーディングに関する以下の スタッフへ 

の 能力強化 

• 診断に関わる医師・準医師（CRVSに関連した診療録 作成 

を含む） 

• 医療情報 担当 官 

 

3. 到 着時死亡症例の 死因・背景に関するデータ収集の 促進 

• 死因同定の ための 口頭 剖 検あるいは 剖 検システムの 構築 

• 重要な死亡症例に対するDeath Auditを通じ た死亡背景分析 

システムの 構築  

 

 

 
 

ザンビア各医療施設レベルにおける死亡・出生情報しシステム現状調査結果 
 

 



 

 

 

結果の 共有： 

 

上記結果は ザンビア保健省、ザンビア内務省、医療情報  

システム支援を実施して いるドナー(USAID, CDC, WHO, 

UNICEF等)に対し共有さ れ、以下の活動につながった。ま

ず、ICD-10コーディング能力強化に関して は 、CDCと内務

省が主導して 医療スタッフに対するICD-10コーディング研

修を行っ て いる。ま た、情報管理システムに関して は 、ザ

ンビア保健医療情報管理システムであるDHIS(District Health 

Information System)で収集する情報の内容に関して、死亡・

出生症例の居住地に関する情報を入れ込むよう提言を行っ

た。そして、到着時死亡症例の死因・背景情報のデータ収

集に関しては、3-c)で詳細に説明するように首都の基幹病

院において定常的なデータ収集を目指し、当厚労科研の研

究活動の一環として、到着時死亡症例に対し口頭剖検を利

用して死因を分析する新たに研究を計画・実施をした。 

 

3-b) フィールド調査準備(ラオス) 

 

上記3-a)で 報告したザンビアにおけ る保健セクターにおけ

るCRVS現状調査ツールを用いて ラオス人民共和国におい

て 調査を実施するため準備を行っ た。当 初の 予定で あれ

ば 、平成28年度中に調査が完了する予定で あっ たが、ラ

オス側協力者の 準備や倫理委員会の 承認に時間がかかり、

平成28年度は 準備の みとなっ た。平成29年3月にラオス

の 倫理審査委員会で 承認さ れたため、そ の 後研究協力者が

3月下旬に現地へ訪問さ れ調査対象 施設 の 選定や、現地研

究協旅行者との 調整、そ の 他必要なロジスティクスに関し

て 調整を行っ た。調査自体 は 平成29年4月∼5月にかけ て

実施する予定で ある。 

 

3-c) 到 着時死亡症例死因調査計画(ザンビア) 

 

研究の 背景： 

先行研究において 、保健セクターにおけ るCivil Registration 

and Vital Statistics(住民登録 と人口動態統計：CRVS)の 現状調査

をザンビア共和国１次∼３次保健 医療施設 において 実施した

が、分析結果の 中で 病院 到 着時死亡症例が各保健 医療施設 で

全死亡症例の 30－40％に及び 、そ の 死因の 解析がほとんど 行

われて いないこ とが分かっ た。到 着時死亡症例の 死因および

そ の 背景は 、そ の 患者が搬送さ れて くるま で の 保健システム

上の 問題を考察する上で 極めて 重要で ある。上記の状況を鑑

みザンビア期間病院長の要請をもとに当研究が計画された。 

研究の 目的： 

ザンビア国レフェラル保健 医療施設 におけ る到 着時死亡症例

の 死因・背景を分析するこ とで 、保健 行政機関が保健システ

ム上の 問 題点を抽出しそ の 改善策の 策定をするにあたっ て 有用な情報提供

を行うこ とを目的として いる。 

研究の 対象 ： 

調査期間中 (平成29年2月∼8月)にザンビア共和国 

Levy Mwanasawa General Hospital (LMGH)ならび にUniversity  

Teaching Hospital(UTH)に来 院 した到 着時死亡症例全症例。 

研究の 方法 

倫理委員会承認から2017年8月ま で を調査機関とし、 

WHOとIHME(Institute of Health Metric and Evaluation)が共同で  

作成した口頭 剖 検用 質問 票 を用いて 、対象 症例の 家族および  

近親者に対しインタビュー調査を行う。 

データ分析 

質問票により収集さ れたデータの より、WHOが推奨 する 

Tariff MethodによるPC Program (Smart VA)により死因を同定し 

上10位の 死因をま とめる。ま た、到 着時死亡症例以外の 症例 

の 死因の 内訳 に関して 比較検討する。死因情報によりさ らなる 

死因背景の 分析が必要な症例に対し死因調査を実施し死亡背景 

を分析する。 

進捗 

平成28年2月∼調査開始済。データ収集中  

内務省とCenter for Disease Control(CDC) in USAが当 研究に興味 

を示して おり、研究終 了後同様の 情報 収集を引き継ぎザンビ 

アの 保健セクターで 定常的な情報システム化する方向性で 検 

討中。 

 

4. 平成 29 年度以降の 予定 

 

4-a)  ラオスにおけ る保健セクターCRVS現状調査実施 

 5月に実施予定。結果をラオス保健省・他関係機関と共有す 

る予定。 

4-b)  日本におけ るCRVS現状調査 

当 研究も目的の 一つ に” 我が国の  CRVS システムと比較検討 

をする事で 、ポスト  2015  国連開発目標に関連した我が国の 国際 

貢献の 方向性を検討する上で 必要な情報提供する“とあり、ザン 

ビア・ラオスの 調査結果と比較する目的で 日本 政府厚労省 

CRVS担当 者から必要な情報 収集を行う予定。 

4-c) ザンビア到 着時死亡症例調査 

情報 収集を8月ま で 実施する予定。そ の 後結果を分析し今年 

中に報告書として ま とめる予定。 

4-d) 研究成果の ま とめと報告 

保健セクターにおけ るCRVS現状調査、到 着時死亡症例調査に 

関して 結果を報告書として ま とめ、論文化・学 会発表ならび に 

関連機関への 情報共有を行う。 
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5. 健 康危険 情報  

  特記すべき事項は 無し。 

 

6.  研究発表 

 平成 28 年 12 月国際保健医療学会にてザンビアの保健セクタ

ーにおける CRVS 現状紗結果を発表した。 

 

7.  知的財産権 の 出願・登録 状況 

  特記すべき事項は 無し
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                                               A.    出生・死亡情報管理状況質問票 （保健医療施設用） 

 
 

調査日時： 年 月 日 

場所：   国名（ ） 保健 医療施設 名（ ） 

調査者名： 

 

基礎データ 

1, 前年 度外来 者数  ( 年間 ) 人 

2, 前年 度入 院 者数  ( 年間 ) 人 

3, 前年 度出生者数  ( 年間 ) 人 

4, 前年 度死亡者数  ( 年間 ) 人 

5, 前年 度搬 送時死亡症例数  ( 年間 ) 人 

病院規定 

6, 出生・死亡情報の 病棟から情報管理部署への 報告頻度に関する施設 内の 規定を記した 文書は あ

るか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 

7,       出生・死亡情報の 報告フォームに関する施設 内の 規定を記した文書は あるか？ 
あり なし 

部分的 ( ) 

 

8,      出生・死亡情報の 管理者に関する施設 内の 規定を記した文書は あるか？ 
あり なし 

部分的 ( ) 

 

9,       出生・死亡情報の 集計に適した診療録 作成に関する施設 内の 規定を記した文書は あるか？ 
あり なし 

部分的 ( ) 

 

10, 死亡原因を特定で きない死亡に関して 、口頭 剖 検を行うシステムがあるか？ 
あり なし 

部分的 ( ) 

出生・死亡情報 収集・集計担当 部署  

 

11, 出生・死亡情報 担当 部署 は あるか？ 
あり なし 

部分的 ( ) 

12, 出生・死亡情報 担当 部署 の 設備 ( 電話、インターネット、コンピューター、電気の 利用 可

能状況 ) は 〸分か？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

出生情報 収集・集計状況 

 

13, 出生情報を記録 する台帳は あるか？ 
あり なし 

部分的 ( ) 

 

14, 出生情報は 病棟からど の 程度の 頻度で 、施設の 出生情報 担当 部署 へ報告さ れるか？ 
毎日、毎週 、毎月 

そ の 他 ( ) 

 

15, 出生情報 担当 部署 は 出生情報をど の ような形態で 集計して いるか？ 
紙ベース、電子ベース 

そ の 他 ( ) 

 

 
16, 出生情報 担当 部署 が記録 する情報の 種類につ いて  

当 て は ま るもの に○ 名前、住所、電話

番 号、性別、週 数 、 出生体重、退院

日、 

そ の 他 ( ) 

17, 出生情報 担当 部署 は 、集計した出生情報を何 処に報告して いるか？ ( ) 

 

18, 出生情報 担当 部署 は 、集計した出生情報をど の 程度の 頻度で 報告して いるか？ 
毎日、毎週 、毎月 

そ の 他 ( ) 

死亡情報 収集・集計状況 

 

19, 死亡情報を記録 する台帳は 各部署にあるか？ 
あり なし 

部分的 ( ) 

 

20, 死亡情報は 病棟からど の 程度の 頻度で 、施設の 出生情報 担当 部署 へ報告さ れるか？ 
毎日、毎週 、毎月 

そ の 他 ( ) 

 

21, 死亡情報 担当 部署 は 死亡情報をど の ような形態で 集計して いるか？ 
紙ベース、電子ベース 

そ の 他 ( ) 



 

28 

 

 

 
 
 
22, 死亡情報 担当 部署 が記録 する情報の 種類につ いて  

当 て は ま るもの に○ 名前、住

所、電話 番 号、性別、 来 院 時診

断名、死亡時診断名 そ の 他 ( ) 

23, 死亡情報 担当 部署 は 、集計した死亡情報を何 処に報告して いるか？ ( ) 

 
24, 死亡情報 担当 部署 は 、集計した死亡情報をど の 程度の 頻度で 報告して いるか？ 

毎日、毎週 、毎月 

そ の 他 ( ) 

 
25, 死亡情報を報告した部署から、死亡統計に関するフィードバックが定期的に来 て いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 

26, 死因の 特定は ど の ように行っ て いるか？ 

診療録 、口頭 剖 検、 剖

検 

そ の 他 ( ) 

27, 死因に関し国際疾病分類  (International Code of Diseases; ICD) に基づ いて  

登録 して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

28, ICD 登録 の トレーニングを受け たスタッフは 何人いるか？ 人 

29, ICD 登録 で 死因が特定で きない死亡は 何人程度いるか？（前年度、年 間人数 ） 人 

 
30, ICD 登録 者に関する資格の 要求は あるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
31, 死亡因分析に関して 、質を監視する部署は あるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

出生・死亡証明書に関して  

 
32, 出生証明を発行して いるか 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
33, 出生証明は 院 内で 保存して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
34, 出生証明書は 国が定めるもの を使用して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
35, 出生証明発行後、家族に住民登録 を行うよう促して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
36, 死亡証明書を発行して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
37, 死亡証明書は 国が定めるもの を使用して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
38, 死亡発行後、家族の 住民登録 を行うよう促して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

来 院 時死亡症例につ いて  

 
39. 来 院 時死亡症例を記録 する台帳があるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
40. 死亡情報 担当 部署 は 来 院 時死亡症例を集計・報告して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
41. 来 院 時死亡症例に関し、死亡原因を特定して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
42. 来 院 時死亡症例に関し、死亡原因を特定して いる場合、ど の ように特定して いるか？ 

診療録 、口頭 剖 検、剖 検 

そ の 他 ( ) 

 
43. 来 院 時死亡症例に対し、死亡証明書の 発行は 行っ て いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

診療録 につ いて  

 
44. 施設 内に診療録 の 記載方法に関しマニュアルがあるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
45. 施設 内で 診療録 の 作成に関しトレーニングを行っ て いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
46. 施設 内で 診療録 の 質を監視するシステムがあるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 



 

 

B. 出生・死亡情報管理状況質問票   （保健行政施設用） 
 
 
 
 

 
調査日時： 年 月 日 

場所：   国名（ ） 保健 医療施設 名（ ） 

調査者名： 

 
 

基礎データ 

1, 管轄地域におけ る前年 度出生者数  人 

2, 管轄地域におけ る前年 度死亡者数  人 

法規定 ( 保健省の み 

 

3, 出生・死亡登録 を強制する法的枠組みは あるか？ 
あり 部分

的 ( 

なし 

) 

 

 

4,       すべて の 医療施設 に、一定期間内に出生・死亡情報を報告さ せる法規は あるか？ 
あり ( 部

分的 ( 

日以内 ) 

) 

なし 

 

5, 死亡原因が証明さ れなくて は ならないとする条 文は あるか？ 
あり 部分

的 ( 

なし 

) 

 

6, 死亡原因を証明するこ とがで きる人 ( 集団 ) を特定する法的枠組みは あるか？ 

(ex ; 医師の み死亡診断書作成が認められて いる等 ) 

あり 部分

的 ( 

なし 

) 

 

出生・死亡情報 収集・集計担当 部署  

 

7, 出生・死亡情報 担当 部署 は あるか？ 
あり 部分

的 ( 

なし 

) 

 

8, 出生・死亡情報 担当 部署 の 設備 ( 電話、インターネット、コンピューター、電気の 利用 可能

状況 ) は 〸分か？ 

あり 部分

的 ( 

なし 

) 

 

出生・死亡情報 収集・集計担当 部署  

9,       管轄地域において 、出生・死亡情報は 下部施設からど の 程度の 頻度で 報告さ れて いるか？  
 

9-1 医療施設 →郡 
毎日、毎週 、毎月 

そ の 他 ( ) 

 

9-2 郡→州 
毎日、毎週 、毎月 

そ の 他 ( ) 

 

9-3 州→国 
毎日、毎週 、毎月 

そ の 他 ( ) 

10, 管轄地域において 、出生・死亡情報は 下部施設からど の ような媒体で 報告さ れて いるか？  
 

10-1 医療施設 →郡 
紙ベース、電子ベース 

そ の 他 ( ) 

 

10-2 郡→州 
紙ベース、電子ベース 

そ の 他 ( ) 

 

10-3 州→国 
紙ベース、電子ベース 

そ の 他 ( ) 

11, 管轄地域において 、出生・死亡情報の 報告に関し、適時性や完全性、正確性等情報の  質に

関する監査は 行っ て いるか？ 

 

 
11-1 医療施設 レベル 

あり 部分

的 ( 監査

施設 ( 

なし 

) 

) 

 

 
11-2 郡レベル 

あり 部分

的 ( 監査

施設 ( 

なし 

) 

) 

 

 
11-3 州レベル 

あり 部分

的 ( 監査

施設 ( 

なし 

) 

) 

 

 

12, 出生・死亡情報 担当 部署 は 出生・死亡情報をど の ような形態で 集計して いるか？ 
紙ベース、電子ベース 

そ の 他 ( ) 
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13, 出生情報 担当 部署 が記録 する出生情報の 種類は 何か？ 

当 て は ま るもの に○ 名前、住所、電話

番 号、性別、週 数 、 出生体重、退院

日、 

そ の 他 ( ) 

 
 
14, 死亡情報 担当 部署 が記録 する死亡情報の 種類は 何か？ 

当 て は ま るもの に○ 名前、住

所、電話 番 号、性別、 来 院 時診

断名、死亡時診断名 そ の 他 ( ) 

死因統計に関して  

15, 管轄地域において 、死因に関し国際疾病分類  (International Code of Diseases; ICD) を 

導入して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

16, 管轄地域において 、ICD 登録 の トレーニングを行っ て いるか？ 人 

17, 管轄地域において 、ICD 登録 で 死因の 何 % が定義不明として 分類さ れるか？ 人 

 
18, 管轄地域において 、ICD 登録 者に関する資格の 要求は あるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
19, 管轄地域において 、死亡因分析に関して 、質を監視する部署は あるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

20, 管轄地域において 、死亡原因を特定で きない死亡に関して 、口頭 剖 検を行うシステムが あ

るか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

出生・死亡証明書に関して  

 
21, 管轄地域において 、国で 統一した出生証明書フォームを使用して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
22, 管轄地域において 、国で 統一した死亡証明書フォームを使用して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

出生・死亡情報の 利用に関して  

 
23, 管轄地域において 、性別・地域別・年 齢 別の 出生数 を毎年 出版 して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

 
24, 管轄地域において 、性別・地域別・年 齢 別の 死亡数 を毎年 出版 して いるか？ 

あり なし 

部分的 ( ) 

25, 管轄地域において 、Reference year と死因に関する性別・年 齢 別統 計が利用で きるま で  ど の

程度の 遅れがあるか？ 

 
年 

26, 管轄地域において 、人口動態データがど の ように政策やプログラムの 目的に活用さ れて  い

るか？ 

 
( ) 

27, 管轄地域において 、保健 医療施設 で 出生・死亡しない住民の 人口動態は ど の ように 把握し

て いるか？ 

 

28, 管轄地域において 、出生・死亡統計において 他省庁の 情報 ( 住民台帳等 ) を利用して いるか？  
29, 管轄地域において 、出生・死亡統計情報を他省庁管轄組織 と共有して いるか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

調査データ分析表 
 

 
 

 

A. Regulations of Recording Vital Events 

3
Yes — There are the regulations to indicate that all health staffs must report these events to the specific
information department by uniform report forms in a timely manner

2
Yes — regulations exists but not all health staffs report the event to specific informartion department by
uniform forms in a timely manner

1
No — regulations don’t  specify all rules including the information department, the report forms and the report
schedules.

0 No — no regulations exists

3
Yes – Cause of death must be indicated according to ICD rules & procedures and can only be certified by a
medical doctor

2
"Cause of death must be indicated according to ICD but it is not specified who can certify the cause" or
"Cause of death must be indicated in only broad categories of cause but can only be certified by a medical
doctor".

1
Cause of death must be indicated but only broad categories of cause are necessary and the (nonmedical)
registrar or another local official is usually the certifier

0 No – It is not necessary to indicate the cause of death at any stage of the registration of death

B. Registration  In frastructure  and Resources

3
Yes—necessary supplies such as forms, paper and pens are adequate, and equipment such as telephones,
photocopiers, computers is available, and electricty & ineternet are constant.

2
Supplies such as forms, paper and pens are generally available everywhere, and there are telephones,
photocopiers and computers, but electricity & internet are frequently interrupted.

1
Supplies are available, but there are shortages of telephones, photocopiers and computers and electricity &
internet are frequetnly interrupted.

0 No—availability of both supplies and equipment is a problem in the information offices

C. Data Transmission

3
All information is exchanged electronically from the facility  (through local health information offices), then to
a central office

2
Paper copies are sent from the facility to local health information office and processed there for electronic
transmission to the central office

1
The system is still mainly paper based, with copies sent from the facility to local health information office,
where they are scanned, then sent to the central office for processing

0 Paper copies are used throughout the system to transfer birth and death information to a central storage facility

3
There is an agreed schedule for reporting to the local (central) health information office, with reporting
deadlines taken seriously and closely monitored – it is rarely necessary to send out reminders

2
An agreed schedule for reporting to the local (central ) health information office exists and this is largely
adhered to.

1
Although there is a schedule of reporting from the facility, this is not strictly adhered to and there is currently
little that the local (central ) health information office can do to ensure the timely transfer of data

0 There is not agreed time schedule for reporting from the facility to the local (central) health information office.

D . Practices affecting the Quality of Cause of  Death Data

3
All medical doctors are introduced to the ICD during the period of medical students, and are taught how to
certify cause of death and correctly complete the medical death certificate

2
No special training in the ICD or death certification is included in the medical curriculum, but all medical
doctors learn about the ICD and death certification during their internships

1
No special training in the ICD or death certification is included in the medical curriculum, and only limited on
the job training is available during internships

0 No training or on the job instructions in the ICD and death certification is given to doctors

3 Yes—all registrars have received adequate training to code ICD-10.

2
All registrars receive some training but the training is insufficient, and skills and knowledge are largely acquired
on the job

1 Most registrars (particularly in smaller offices) receive only on-the-job training
0 No—lack of training is a serious problem and has a negative effect on the functioning of vital events registration

Does your fac ility have the regu lations that oblige  all health staffs to report all vital events (death  &
birth )  to the spec if ic  department by the un iform report forms with in  a given time?

Does your fac ility have regulations that states that death  has to be certif ied by cause , and spec if ies
those who can certify the cause of  death?

Do In formation  off ices in  charge of vital events have adequate equ ipment to carry out their functions
(for example , forms, te lephones, photocopiers, computers, e lectric ity and in ternet)?

How is birth  and death  in formation  transmitted from your fac ility to a central leve l in  the capital c ity?

What procedures are  in  place to ensure that your fac ility reports to the local (central )  health in formation
off ice  with in agreed times?

What train ing do doctors in  your fac ility rece ive  for certifying the cause of death?

Have registrars in  your fac ility rece ived train ing to code ICD-10?
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Are ICD-10 Code Books available in your fac ility? 
3 Yes- ICD-10 Code Books are availablein every wards and information department. 
2 Yes- ICD-10 Code Books are available, but only in some wards and information department
1 Yes- ICD-10 Code Books are available only in information department
0 No - ICD-10 Code Books are not available in any places in the facility.

E. ICD Coding Practices
In your fac ility, are causes of death coded according to ICD?

3
Yes—ICD coding is done for evey death cases according to a national language version of the ICD or a
nationally agreed international language

2
ICD coding is used but not for evey death cases, according to a national language version of the ICD or a
nationally agreed international language

1 ICD coding is done only according to a short list in the national language
0 No—the ICD is not used

F. Data Quality and Plausibility Checks

3
A regulatory procedure in the facility is in place to periodically review the quality of coded certificates, and
feedback is given to coders so they can improve if necessary

2
Evaluation of a random sample of coded certificates takes place occasionally to monitor the quality of the
coding

1 Quality evaluation is left to supervisors who sometimes check the work of individual coders
0 No procedures exist and no evaluations of the quality of coding have been carried out

3
In addition to checking the stability of patterns in cause of death over time, the proportion of ill-defined and
unknown deaths is routinely monitored, and the age and sex patterns for major causes of death are checked
for plausibility

2
Routine checks of the consistency of patterns in cause of death are made to ensure that mortality from any
disease group does not vary significantly from year to year, and that any fluctuations can be explained

1 Checks are limited to automated checks for compilation and data entry errors
0 There are no consistency and plausibility checks routinely carried out on data for cause of death

G. Data Access, Feedback and Use

3
Yes—annual data on caused of deaths are generated by all three disaggregations (sex, age and geographical or
administrative region)

2 Annual data on deaths are generated according to any two disaggregations
1 Annual data on deaths are available but disaggregated by sex only
0 No annual statistics on death are generated

3
Yes- feedbacks are routinely received from the local (central) health information offices, including the local
(national) statistics on vital events (births, deaths and causes of death) disagrregated by sex, age and
geographical region?

2 Feedbacks are routinely received, but the information is limited for the statistics only on the non-disaggregated data. 
1 Feedbackd are not routinely received
0 No feedbacks are received. 

3
Data on births, deaths, and causes of death are used for planning in the facility as well as the local (central)
health offices for public health purposes and for monitoring the health status of the surrounding population.

2
Data on births and deaths are used for reporting on health-related indicators such as the Sustainable
Development Goals and other national health-related goals in the facility as well as in the local (central health
office), but cause-specific data are rarely used for public health purposes

1 Data on births and deaths are used for planning only in the facility.
0 Data from vital statistics systems are not routinely used for policy and programme purposes

H. Medical Record
Investigators need to pick up the Medical Records of 5 recent death cases and check the
below items.

3
Yes- these 4 information can be easily identified in some specific forms to record causes of death, in all the
medical records.

2
Yes- these 4 information can be identified in all the medical records, but need to be carefully investigated
since there are not specific forms to record causes of death.

1 No- while some of these 4 information can be identified, others can not be in all the medical records. 
0 No- any of these 4 information cannot be identified in any medical records.

3
Yes- the causes of death can be verified by the physical examination and the history as well as the testing
results in all the medical records.

2 Yes- the causes of death can be verified only by the pysical examination and the history in all the medical records.
1 Yes- the causes of death can be verified in some of medical records, but hard to be verified in others.
0 No- the causes of death are hard to be verified in any medical records.

Can the investigors extract the essntial information re lated with causes of death : Primary Causes,
Underlying, Controbuting Factor and Affected Organ?

Can the Investigators verify the causes of death based on Pysical Examination and testing results
inc luding Lab Data, Daiagnostic Imaging ?

Does the fac ility obtain the feedbacks of births and deaths information from the local (central)  health
in formatino off ice?

How are data on vital events used for policy and program purposes?

What quality assurance procedures are in place for checking the coding?

What consistency and plausibility checks are applied to data on cause of death?

Does the fac ility generate the statistics on causes of deaths disaggregated by sex, age and geographical
or admin istrative region?
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I . Dead on Arrival (DOA)/Brought in Dead(BID)

3 Less than 10%
2 10-30%
1 30-50%
0 More than 50%

3
Yes—verbal autopsy is routinely applied to certify death using the international standard tool or a similar
questionnaire based on this

2
Verbal autopsy using the international standard tool is progressively being introduced but is not
currently in general use

1 Verbal autopsy is used but is not based on the international standard tool

0
Verbal autopsy is not routinely used to determine cause of death in cases where the death is not certified by
a physician

3
Yes- The information of every DOA/BID cases is recorded in the facility and separately reported to local
health information office with sepecific forms in timely manner.

2
Yes- The information of every DOA/BID cases is recorded in the facility and reported to local health
information office, but only as a part of other death cases.

1 Yes- The information of DOA/BID cases is recorded, but not reported to local health information office.
0 No- The information of any DOA/BID cases is neither recorded nor reported.

J. Encouragement of Registration of Birth/Death

3
The involved agencies collaborate very well with the facility and there is an interagency committee to ensure
that the civil registration and vital statistics systems interact seamlessly

2
Although there is no formal interagency committee, the agencies involved have regular meetings to identify
and resolve problems

1
There is no interagency committee, and problems are solved in improvised ways, which delays efforts to
resolve problems and can lead to serious bottlenecks in data transfer.

0
There is little interagency collaboration, with the various agencies functioning independently,
resulting in problems such as duplication of work and inconsistencies in the estimates derived from
vital statistics issued by each agency

3
Yes- Health staffs in the facility routinely exlain to every parents or relatives about how to registar the vital
events and the importance of registration under a part of regulation in the wards

2
Yes- Health staffs in the facility exlain to most of patients and relatives about how to registar the vital events
and the importance of registration, but not in routine practice.

1
Yes-Health staffs in the facility explain to some parents and relatives about how to registar the vital events
and the impornatce of registration only in improvised way.

0
No- Health staffs in the facility do not explain to parents and relatives about how to registar the vital events
and the importance of registration.

How much percentage of death  cases is annually registered as DOA or BID in your fac ility?

When the cases with DOA or BID don’t have enuogh medical records to identify the causes of death , is
verbal autopsy routine ly used to determine the cause of death?

Does your fac ility encourage the parents or re latives to registar the vital events (death  and birth)  at the
civil registration off ice?

How well do the dif ferent government agenc ies and departments responsible for c ivil registration and vital
statistics systems collaborate with your fac ility? (These inc lude min istries of health , justice and in terior,
local government, statistics off ices, and others)

Does your fac ility record & report the information  about DOA or BID to the local (central)  health
information off ice?
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